
 

 

※ 高等専門学校は、原則、高等学校奨学金の対象外です。奨学金を希望する場合は、日本学生支援機構の奨学金を申

請してください。 

ただし、日本学生支援機構の採用基準を満たさないと思われる場合は、申請前に学校を通じて当財団に相談してくださ

い。（第１学年から第３学年に限る。） 

 

 応募方法  在学する学校（高等学校等）を通して申し込んでください。 

       ※ 採用者の決定は、７月下旬の予定です。 
 

 応募期限  各学校が指定する日 
 

 貸与期間  令和８年４月から卒業までの正規の修学期間 
 
 送金方法  原則として年４回３か月ごとに、鹿児島銀行の本人口座に送金します。 

       ※ 初回の送金（４月～９月分）は、７月末の予定です。 
 
 注意事項  ◆ 奨学金は貸与制であり、貸与終了後は、返還の義務があります。 

       ◆ 奨学生として採用候補となった者は、奨学金の貸与前に「誓約書・奨学金借用証書」及び 

「第一、第二連帯保証人の印鑑登録証明書」の提出が必要です。 

◆ 返還金は、後輩たちの奨学金となる大切な資金です。 

◆ 返還開始時期は、在学する学校を卒業後６か月経過後（７か月目）からです。 

◆ 上級学校への進学等により返還が困難な場合は、申請による返還期限猶予の制度があります。 

 

 

 

 

 

奨学金の種類 高等学校奨学金 
高等学校再編整備 

特別奨学金 

交通遺児等 

（高等学校等）奨学金 

募集人員 １，２８０人程度 １０人程度 若干名 

対象校 

高等学校 

中等教育学校（後期課程） 

特別支援学校の高等部 

専修学校（高等課程） 

川薩清修館・薩摩中央・ 

鶴翔・霧島・曽於・ 

種子島・種子島中央・ 

徳之島高等学校 

高等学校 

中等教育学校（後期課程） 

特別支援学校の高等部 

高等専門学校（１年生～３年生） 

専修学校（高等課程） 

応募資格 

鹿児島県内に生活の本拠を有する者の子等で、上記対象校に在学する者 

※ 高等学校再編整備特別奨学金は、進学に伴って保護者と別居することとなった１年生が対象 

※ 交通遺児等奨学金は、保護者等が道路等における交通事故（陸上・海上・航空）で死亡又は負傷のため著しい 

後遺障害があって働けなくなった家庭の子等が対象 

学力基準 

（学力） 

・前学年の全履修教科・科

目の評定平均値が 5 段階評

価で 3.0 以上の者 

・学校長が学業成績 3.0 相

当と認める者 

左記以外 

・前学年の全履修教科・科目の評定平均値が 5 段階評価

で 3.0 以上の者 

・学校長が学業成績 3.0 相当と認める者 

家計基準 

（算定基準額） 

１８９，４００円以下 

（年収７２１万程度） 

５１，３００円以下 

（年収３１７万程度） 

１８９，４００円以下 

（年収７２１万程度） 

３８１，５００円以下 

（年収１，１１７万程度） 

※ 年収額は、４人世帯の目安であり、扶養親族数や課税状況により大きく異なる場合もあります。 

  算定基準額の詳しい算出方法は、募集要項にてご確認ください。 

貸与月額 

国公立 自宅 １８，０００円  自宅外２３，０００円 自宅外 ２３，０００円 ２４，０００円 

私 立 自宅 ３０，０００円  自宅外３５，０００円  ３６，０００円 

令和８年度鹿児島県育英財団奨学生 在学募集 

※ すでに鹿児島県育英財団の高等学校奨学金（予約募集）に応募し、採用候補者になっている人は、 

在学募集へ申請する必要はありません。 

公益財団法人鹿児島県育英財団 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号（県庁 17 階） 
TEL 099-286-5244 FAX 099-286-5229 


